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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて 

海上自衛隊の予備自衛官の任免等の実施要領について（通達） 

標記について、予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令（昭和 37 年防

衛庁訓令第１号。以下「訓令」という。）及び海上自衛隊の予備自衛官の任用、

服務等に関する達（昭和 45 年海上自衛隊達第 49 号。以下「達」という。）に規

定するもののほか、下記のとおり定める。 

記 

１ 志願案内書等の配布 

(１) 海幕人事計画課長は、自衛官退職時の予備自衛官募集用として、予備自衛 

官志願案内書及び予備自衛官志願票用紙を、各総監部人事課長あてに適時 

送付するとともに、自衛官退職後の予備自衛官募集用として、同志願案内書 

を、各地方協力本部長あてに送付する。 

(２) 各総監部人事課長は、前号による志願案内書及び志願票用紙の送付を受 

けた場合には、これを警備区域内に所在する主な部隊等の長に配布する。 

２ 自衛官退職時における応募者の確保 

部隊等の長は、自衛官退職時における予備自衛官志願者の確保を重視して、

予備自衛官の募集を効果的に実施するとともに、任期満了による退職、依願退

職又は定年退職の手続と並行して、予備自衛官志願者を極力確保することに努

めるものとする。 

３ 採用割当てに当たり考慮すべき事項 

(１) 達第９条の規定に基づき、地方総監の担当地方協力本部長に対する採用 

割当員数等の通知は、志願者の実情に応じて行うこととし、これと並行して 

達第７条第１項の規定に基づき、地方総監の作成する予備自衛官志願者連名

簿の備考欄には、採用希望序列及び現住所の確認の要否を記入するものとす

る。 

(２) 前号において、地方総監は、次の優先順位を考慮するものとする。 

ア 月別採用員数の確保 



イ 幹部、准尉及び曹士別の採用員数の確保 

ウ 職域別採用員数の確保 

４ 退職時に予備自衛官を志願しない者の離職者身上書の作成等 

(１) 部隊等の長は、自衛官退職時に予備自衛官を志願することなく退職した 1 

佐以下の者（退職前の勤務期間が１年未満の者を除く。）の離職者身上書（訓 

令別紙様式と同じ。）を、幹部であった者については１部を、准尉及び曹士 

であった者については２部を、それぞれ作成して、当該部隊等の所在地を警 

備区域内に含む地方隊の地方総監に提出し、又は送付する。ただし、幹部で 

あった者に係る離職者身上書の勤務成績欄は記入しないものとする。 

(２) 地方総監は、前項により送付を受けた離職者身上書の１部を、退職後１か 

月以内に担当地方協力本部長に送付するとともに、准尉及び曹士であった者 

に係る他の１部は、当該者の人事記録書類入れに収納する。 

５ 任用の基準 

(１) 訓令第７条第４号に規定する「退職前の勤務成績が不良であった者」とは、 

次に掲げる者の一に該当する者とする。 

ア 勤務に著しく積極性を欠いた者 

イ 規律違反の常習であった者 

ウ 能力が著しく劣等な者 

(２) 訓令第７条第５号に規定する「その他予備自衛官としてその職務に必要 

な適格性を欠く者」とは、懲戒免職となった者又はその他客観的事実に基づ 

き予備自衛官として不適任と認められる者とする。 

６ 免職の基準 

(１) 訓令第 12 条第１号に規定する「勤務成績がよくないとき」とは、訓練招 

集時の勤務に著しく積極性を欠く場合又は規律違反が常習的である場合と 

する。 

(２) 訓令第 12 条第２号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に支障があ 

り、又はこれに堪えないとき」とは、予備自衛官の任免を行う者の指定する 

医師の診断に基づき、職務の遂行に支障があると認められるときとする。 

(３) 訓令第 12 条第３号に規定する「前２号に規定する場合のほか、その職務 

に必要な適格性を欠くとき」とは、客観的事実に基づき、予備自衛官に必要 

な適格性を欠くと認められるときとする。 

(４) 訓令第 12 条第５号、第６号及び第８号の規定に該当して予備自衛官を免 

職することができる場合は、次の一に該当する場合とする。 

ア 故意に基づく重大な規律違反、悪質又は破廉恥的な刑事事犯に該当す 

 る規律違反その他自衛隊に対して重大な不利益又は影響を及ぼす規律違 

反があったとき。 



イ 訓練招集中において自衛隊法第61 条第１項に規定する政治的行為を行 

った場合で、その行為が悪質であると認めるとき。 

ウ 正当な理由がなく無届で引続き２回以上訓練招集に応じなかつたとき 

又は３か月以上所在不明であるとき。 

７ 配置指定要領 

(１) 配置先の抽出 

各地方総監は、次により、配置先を抽出する。 

ア 警備区域に所在する全ての機関、部隊の配置を対象とする。 

イ 招集区分は、防衛招集、国民保護等招集、災害招集とし、配置先の抽 

出に当たっては、各招集区分に共通する配置先と共通しない配置先とを 

分けて抽出するものとする。 

ウ 配置先の抽出様式を別紙様式のとおりとする。 

エ 抽出に当たっては、配置先の指定要領を明確化するために標準化した 

 配置先一覧表（別紙第１）を活用するものとする。なお、標準化した配置 

 先一覧表は、各総監部の運用上の要求に基づく新たな配置先の抽出、指定 

 を妨げるものではない。 

オ 別紙第１と同じ配置先を抽出する場合であっても、適格性・適性評価欄 

等を変更する場合には、別紙様式の各欄に下線を入れるものとする。 

カ 別紙第１以外の配置先を抽出する場合には、別紙様式の備考欄に招集 

 区分を明記するとともに、別紙様式の各欄に所要事項を記入するものと 

する。 

(２) 抽出した配置先への配置指定 

各地方総監は、次により、抽出した配置先に予備自衛官を配置指定する。 

ア 警備区域内に居住する予備自衛官を対象とする。 

イ 指定様式は別紙様式のとおりとする。 

ウ 対象者の階級、採用区分、保有資格、主な部隊経験、適格性・適性評価 

 に係る情報を確認し、配置分類一覧表（別紙第２）を活用して、適性のあ 

る配置の分類を選定するものとする。 

エ 配置指定に当たっては、配置先の抽出結果（別紙様式）を基に、別紙第 

２により分類した配置ごとに絞り込むとともに、本人の希望や他の予備 

自衛官との配分を踏まえ、実施するものとする。 

オ 配置指定先は、出頭調整及び対象者の活用範囲の柔軟性を確保するた 

め、共通配置を含め３配置を標準とする。 

カ 予備自衛官が招集に応じない場合を想定し、同一配置に対して所要人 

数以上の予備自衛官を配置指定することができるものとする。その場合、 

別紙様式の所要人数欄の変更は要しないものとする。 



(３) 配置指定の時期 

配置指定の実施時期を採用時（予備自衛官補にあっては予備自衛官任官 

時）とする。また、継続任用時のほか年１回、特定の時期に配置の見直しを 

実施することとし、達第２１条に規定する練度評価が不十分と判断された 

者については、適宜配置の見直しを実施するものとする。 

(４) 配置指定結果の報告 

各地方総監は、予備自衛官の配置指定（別紙様式）を、年度の招集訓練開 

始前までに、海上幕僚監部防衛部長へ通知するものとする。 

 



 
 

標準化した配置先一覧表 

 
 

隊、部、課、科 班、係、掛 配置

総監部 防衛部 第３幕僚室 航空作戦幕僚 ✔ ⑦ 要 Ⅲ 航空用兵幹部 共通

総監部 防衛部 第３幕僚室 機雷作戦幕僚 ✔ ⑦ 要 Ⅲ 機雷掃海幹部 共通

総監部 防衛部 第３幕僚室 オペレーション ✔ ✔ ⑦ 要 Ⅲ 船務幹部、電測員、通信員 共通

総監部 防衛部 第４幕僚室 造修 ✔ 　 ⑦ 要 Ⅱ 艦船装備幹部 共通

総監部 防衛部 第４幕僚室 補給 ✔ 　 ⑦ 要 Ⅱ 経補幹部、経理幹部、補給幹部 共通

航空群 司令部 司令部勤務 広報 ✔ ② 要 Ⅲ － 共通

航空群 司令部 司令部勤務 運用作業 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空管制員、地上救難員 共通

航空群
（潜水艦隊）

司令部 庶務班 庶務 ✔ ② 不要 Ⅱ － 共通

基地業務隊 総務科 総務係 人事 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

基地業務隊 総務科 総務係 文書交換 ✔ ② 不要 Ⅱ － 共通

基地業務隊 会計科 給養係 給養 ✔ ③ 不要 Ⅱ 調理師、給養員 共通

基地業務隊 施設科 施設係 ボイラ ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 蒸気員、ボイラ技士 共通

基地業務隊 車両科 車両係 車両 ✔ ③ 不要 Ⅱ 大、中自免等 共通

基地隊 管理科 管理係 電気 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 電機員、施設員、電気工事士 共通

基地隊 総務科 総務係 警衛 ✔ ① 不要 Ⅱ － 共通

基地隊 補給科 資材係 資材 ✔ ⑦ ⑧ 不要 Ⅱ 補給員、フォークリフト 共通

基地隊 総務科 総務係 ボイラ ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 蒸気員、施設員、ボイラ技士 共通

基地隊 厚生隊 厚生班 厚生 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 経理員 共通

基地隊（基地分遣隊） 補給科 補給係 給食 ✔ ③ 不要 Ⅱ 調理師、給養員 共通

基地隊
（基地分遣隊、防備隊）

総務科 総務係 車両 ✔ ③ 不要 Ⅱ 大、中自免等 共通

基地隊（防備隊） 総務科 総務係 衛生 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 衛生員 共通

航空基地隊 航空基地隊本部 運用班 運用 ✔ ② 不要 Ⅲ － 共通

航空基地隊 運航隊 気象班 作業 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 運航隊／気象予報士 共通

航空基地隊 運航隊 地上救難班 作業 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 地上救難班勤務 共通

航空基地隊 運航隊 運航班 飛行承認／飛行要務 ✔ ✔ ⑦　⑧ 要 Ⅱ 航空管制員　管制士 共通

保有資格、職域特技等 招集区分類型
配置先

部隊等 幹部 准曹士
分類
番号

適格性

別紙第１ 
 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

適格性・ 

適性評価 



 

 

隊、部、課、科 班、係、掛 配置

航空基地隊 衛生隊 医務班 班長／医務 ✔ 　 ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 医科幹部、医師免許 共通

航空基地隊 衛生隊 医務班 衛生 　 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 衛生員、医療関係 共通

航空基地隊 衛生隊 医務班 救護 　 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 衛生員、医療関係 共通

航空基地隊 管理隊 車両班 運転 ✔ ③ 不要 Ⅱ 大、中自免等 共通

航空基地隊 管理隊 施設班 作業 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 施設員 共通

航空基地隊 管理隊 営繕班 電気 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 電機員、施設員、電気工事士 共通

航空基地隊 警衛隊 警衛班 警衛 ✔ ① 不要 Ⅱ － 共通

航空基地隊 経理隊 経理班 経理 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 経理員、経理隊勤務 共通

航空基地隊 厚生隊 給養班 給食 ✔ ③ 不要 Ⅱ 調理師、給養員 共通

航空基地隊 本部 通信班 通信運用 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 通信員 共通

航空基地隊 本部 総務班 庶務 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

航空基地隊 航空衛生隊 歯科班 班長 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 歯科幹部 共通

航空基地隊 航空衛生隊 薬務班 班長 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 薬剤幹部 共通

航空隊 本部 運用班 記録 ✔ ⑦ 要 Ⅲ 航空用兵幹部 共通

航空隊 本部 総務班 文書 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

航空隊 本部 資材班 資材班員 ⑦ 要 Ⅱ 補給部隊勤務 共通

航空隊 列線整備隊 列線班 資材 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

航空隊 列線整備隊 列線班 記録 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

航空隊 列線整備隊 航空機班 作業 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 検査隊 機体検査班 作業 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員 共通

整備補給隊 検査隊 電機計器検査班 作業 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空電機計器整備員 共通

整備補給隊 検査隊 発動機検査班 作業 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空発動機整備員 共通

整備補給隊 航空機整備隊 機体班 板金 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員 共通

整備補給隊 航空機整備隊 電機計器班 電機 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空電機計器整備員 共通

整備補給隊 航空機整備隊 発動機班 プロペラ ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空発動機整備員 共通

整備補給隊 航空機整備隊 機体班 材料試験 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員 共通

整備補給隊 航空機整備隊 機体班 塗装 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員 共通

整備補給隊 電子整備隊 レーダ班 レーダ ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空電子整備員 共通

整備補給隊 武器整備隊 救命器材班 浮舟・胴衣 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空武器整備員 共通

整備補給隊 武器整備隊 救命器材班 落下傘 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空武器整備員 共通

保有資格、職域特技等 招集区分類型
配置先

部隊等 幹部 准曹士
分類
番号

適格性

 
 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

適格性・ 

適性評価 



 
 

 
 

隊、部、課、科 班、係、掛 配置

整備補給隊 補給隊 補給班 調査・作業管理 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 補給員 共通

整備補給隊 補給隊 資材係 資材 ✔ ⑦　⑧ 要 Ⅱ 補給員、フォークリフト 共通

整備補給隊 補給隊 資材係 被服 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 補給員 共通

整備補給隊 補給隊 燃料班 給油掛員 ✔ ⑦　⑧ 要 Ⅱ 補給員、大型、危険物 共通

整備補給隊 補給隊 燃料班 タンク ⑦　⑧ 要 Ⅱ 補給員、危険物 共通

整備補給隊 本部 輸送統制班 輸送統制 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 補給員 共通

整備補給隊 本部 運用班 計画 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 本部 運用班 教育訓練 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 本部 整備統制掛 整備統制 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 本部 整備統制班 計画 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 本部 総務班 人事 ✔ ② 不要 Ⅲ － 共通

整備補給隊 本部 品質管理班 航空機 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員 共通

整備補給隊 本部 品質管理班 品質管理班員 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

整備補給隊 本部 品質管理班 整備用器材 ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航空機体整備員等 共通

教育隊 教育部 教務係 教務 ✔ ② 不要 Ⅲ － 共通

教育隊 厚生科 厚生係 被服 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 経理員 共通

教育隊 総務科 総務係 車両 ✔ ③ 要 Ⅱ 大、中自免等 共通

教育隊 補給科 給食係 給食 ✔ ③ 不要 Ⅱ 調理師、給養員 共通

教育隊 補給科 経理係 給与 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 経理員 共通

教育隊 補給科 補給係 補給 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 補給員 共通

教育隊
（候補生学校）

教育部 教官（学校教官） 運用／機関／航海船務等 ✔ ✔ ④ 要 Ⅲ 艦艇用兵幹部、運用員等 共通

教育隊
（候補生学校）

教育部（総務部） 教材係 教材 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ
要務員、応急工作員、

経理員、補給員
共通

教育隊（候補生学校） 総務科 人事係 人事 ✔ ② 要 Ⅲ － 共通

教育隊
（候補生学校）

総務科 総務係 庶務 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

術科学校
（候補生学校、教育航空隊）

学生隊 本部（学生班） 学生隊（庶務） ✔ ② 不要 Ⅲ － 共通

保有資格、職域特技等 招集区分類型
配置先

部隊等 幹部 准曹士
分類
番号

適格性

 
 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

適格性・ 

適性評価 



 

 
 

隊、部、課、科 班、係、掛 配置

警備隊 水中処分隊 衛生 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 衛生員 共通

警備隊 本部 運用班 運用 ✔ ✔ ⑦ 要 Ⅱ 航海幹部等、電測員　掃海機雷員 共通

警備隊 本部 総務班 経理・補給 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 経理員、補給員 共通

警備隊 本部 総務班 庶務・文書 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

警備隊 陸警隊 陸警班 陸警 ✔ ① 不要 Ⅱ － 共通

警備隊 本部 総務班 人事 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

防備隊
（警備所）

総務科 総務係 警衛 ✔ ① 要 Ⅱ － 共通

警備隊 港務隊 　 （電測員） 1 ⑥ 不要 Ⅲ 電測員、支援船等勤務 共通

警備隊 港務隊 　 （通信員） 1 ⑥ 要 Ⅲ 通信員、支援船等勤務 共通

警備隊

（航空基地隊）
港務隊 　 　　（甲板員）　　 ✔ ⑥ 不要 Ⅲ 運用員、支援船等勤務 共通

警備隊

（航空基地隊）
港務隊 　 （機関員） ✔ ⑥ 不要 Ⅲ ディーゼル員、機関員、支援船等勤務 共通

警備隊

（航空基地隊）
港務隊 　 （航海員） ✔ ⑥ 不要 Ⅲ 航海員、支援船等勤務 共通

警備隊

（航空基地隊）
港務隊 　 （幹部） ✔ ⑥ 要 Ⅲ 艦艇幹部等、支援船等勤務 共通

造補所 艦船部 艦船補給科補給係 補給 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 補給員 共通

造補所 資材部 資材第４係 被服／糧食 ⑦ 要 Ⅱ 補給員、給養員 共通

造補所 資材部 資材第５係 燃料 ⑦ 要 Ⅱ 補給部隊勤務 共通

衛生隊 衛生科 医務係 医務 　 ✔ ⑦ 不要 Ⅱ 衛生員 共通

衛生隊 総務科 総務係 総務 　 ✔ ② 不要 Ⅱ － 共通

病院 医事課 医事係 医事 ✔ ② 不要 Ⅱ － 共通

病院 看護課 看護 ✔ ⑦　⑧ 不要 Ⅱ 衛生員、看護士 共通

病院 総務課 管理係 ボイラ ✔ ② 不要 Ⅱ 蒸気員、施設員、ボイラ技士 共通

病院 総務課 総務係 総務 ✔ ② 要 Ⅱ － 共通

総監部【捕虜収容所】 総務課 総務班 総務 ✔ ② 要 Ⅰ － 防衛

総監部【捕虜収容所】 総務課 管理班 管理（資材・被服） ✔ ⑦ 要 Ⅰ 補給員 防衛

総監部【捕虜収容所】 処遇整備課 処遇班 班長 ✔ ② 要 Ⅰ － 防衛

総監部【捕虜収容所】 処遇整備課 処遇班 服務・懲戒 ✔ ② 要 Ⅰ － 防衛

保有資格、職域特技等 招集区分類型
配置先

部隊等 幹部 准曹士
分類
番号

適格性

 
 

○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ 

適格性・ 

適性評価 



 
 

配置分類一覧表 
 
分類 

番号 
配置の分類 対象者 保有資格  主な部隊経験 

適格性・ 

適性評価 

共通 

配置 

① 警備要員 全ての幹部

／ 

准曹士 

－ － － ✔ 

② 
管理要員 

（庶務、家族支援、広報） 
－ － － ✔ 

③ 
管理要員  

（車両、給養） 

指定幹部 

／ 

指定准曹士 

有  
－ － ✔ 

（大型１種、調理師等） 

④ 教官要員 － 各術科学校 －   

⑤ 司令部要員 － 配置先による 
適格性／ 

適性評価 
  

⑥ 支援船要員 

－ 

艦船勤務 配置先による    有  

（３級海技士（航海）等） 

⑦ 

後方支援要員 

－ 配置先による 配置先による   

⑧ 

有  

－ 配置先による   
（看護士等） 

 

別紙第２ 

○ 

○ 

○ 

 
 



 
別紙様式 

予備自衛官の配置の抽出・指定 
 

 
 

 
表中の「類型」については、付紙のとおり。 
表中の不要の文字は削除して使用するものとする。 

隊、部、課、科 班、係、掛 配置 幹部 准曹士 幹部 准曹士 適格性 適性評価 階級 氏名 備考

予備３佐 ○○○○
適格性・適性

評価申請

予備３曹 ××××

予備士長 △△△△

予備士長 □□□□

大型１種 ３ ③ 無 無 Ⅱ

×
×
基
地
隊

総務科 総務係 車両 士長

航空用兵幹部

配置指定

１ ⑦ 有 有 Ⅲ

○
○
総
監
部

防衛部
第３

幕僚室
航空作戦

幕僚
３佐

類型
保有資格

職域特技等
備考

階級 所要人数 所要の有無部
隊
等

配置先 分類
番号

総監部名： ○○総監部   

 年  月  日作成 

  

（防衛招集、国民保護等招集、災害招集） 



 
付 紙 

配置の類型 
 

類型 考え方 配置の例 

類型Ⅰ 

（有事等臨時配置型） 

有事等事態発生の際に、臨時に 

編成される部隊等に直接配置 

捕虜収容所 総務課 総務班 総務  

捕虜収容所 処遇整備課 処遇班 服務・懲戒 等 

類型Ⅱ 

（増強配置型） 

有事等事態発生時に人的所要が 

増大する陸上部隊等の所要の部 

署に、増強要員として配置 

総監部 防衛部 第３幕僚室 航空作戦幕僚 

航空基地隊 衛生隊 医務班 救護 等 

類型Ⅲ 

（充足向上型） 

艦艇要員、航空要員等の戦闘職 

域要員が配員されている共通配 

置等に、当該要員の代替要員と 

して配置 

航空群 司令部 司令部勤務 広報 

教育隊 教育部 教官 運用 等 

 
 


